
船舶事故調査報告書 

平成２８年２月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 平成２７年１０月１３日 １８時３０分ごろ 

発生場所 熊本県天草市御所浦
ご し ょう ら

漁港（本郷地区） 

 御所浦港本郷北防波堤灯台から真方位１０４°２０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°２０.５′ 東経１３０°２０.２′） 

事故の概要  漁船豊漁
ほうぎょ

丸は、南南西進中、防波堤に衝突した。 

 豊漁丸は、船長が負傷し、船首部に亀裂等を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年１０月２９日、調査を担当する主管調査官（長崎事務所）

を指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 豊漁丸、３.５トン 

 ＫＭ３－２９８７４（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 軽傷 １人（船長） 

 損傷 本船 船首部に亀裂等 

防波堤 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 約５m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

日没時刻：１７時４９分ごろ 

 事故の経過  船長は、本事故当時、御所浦漁港（本郷地区）（以下「本件漁港」

という。）の中央部に東西方向に延びる北防波堤の南側区域へ入港す

る予定であったが、夜間、本件漁港に入港した経験は過去約４０年間

で２、３回しかなく、本件漁港に設置されている灯台や簡易標識灯の

灯質を把握していなかった。 

 本件漁港には、漁港北東側から南西方向に延びる６号防波堤の南西

端に簡易標識灯（以下「６号防波堤標識灯」という。）が、その南西

方約１１０ｍの北防波堤西端に御所浦港本郷北防波堤灯台（以下「本

件灯台」という。）が、その南方約９０ｍの漁港南西側から北方に延

びる南防波堤の北端に簡易標識灯（以下「南防波堤標識灯」とい

う。）がそれぞれ設置されており、本件灯台と南防波堤標識灯との間

が、本件漁港の南側区域への出入口となっていた。 

 船長は、本事故発生前、左舷側に視認した６号防波堤標識灯の灯光

を本件灯台の灯光と、右舷船首に視認した本件灯台の灯光を南防波堤

標識灯の灯光と思った。 

分析  本船は、船長が、本件漁港に設置された灯台等の灯質を把握してい

なかったことから、本件灯台の灯光を南防波堤標識灯の灯光と思い、



本件灯台の灯光の東側に向けて航行したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、本件漁港に入航する際、船長が、本件漁

港に設置された灯台等の灯質を把握していなかったため、本件灯台の

灯光を南防波堤標識灯の灯光と思い、本件灯台の灯光の東側に向けて

航行し、北防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行する海域に設置されている航路標識等の状況を事前に把握し

ておくこと。 

 


